
海上自衛隊訓令第６号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第３２条の規定に基づき、航空教

育派遣隊の編制に関する訓令を次のように定める。

昭和３４年４月１６日

防衛庁長官 伊 能 繁次郎

航空派遣隊の編制に関する訓令

（昭和４０．３．２０第１１号題名改正）

航空派遣隊（以下「派遣隊」という ）の長は、航空派遣隊長（以下「隊第１条 。

長」という ）とする。。

２ 隊長は、２等海佐をもつて充てる。

３ 隊長は、航空基地隊（乙）の司令の命を受け、派遣隊の隊務を統括する。

派遣隊は、航空機乗員及び訓練要員に対する便宜供与を行うことを任務と第２条

する。

２ 派遣隊は、前項の任務を行うほか、当該派遣隊の所在する航空基地の施設の管

理運用に関する業務を行うことができる。

附 則

この訓令は、昭和３４年５月１日から施行する。

（昭和４０年３月２０日海上自衛隊訓令第１１号護衛隊の編制に関す附 則

る訓令等一部を改正する訓令第２２条）

この訓令は、昭和４０年３月２５日から施行する。

（昭和４３年６月２５日海上自衛隊訓令第１２号航空派遣隊の編制に附 則

関する訓令等の一部を改正する訓令第１条）

この訓令は、昭和４３年６月２６日から施行する。

（平成４年４月１０日海上自衛隊訓令第１９号航空基地隊の編制に関附 則

する訓令の一部を改正する訓令附則３項）

この訓令は、平成４年４月１０日から施行する。


